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Ⅰ 本書の位置付け 
本書は、第二期十和田市浄化槽整備事業（以下「本事業」という。）について適用する 

もので、募集要項と一体のものである。 

本事業に係る応募者は、募集要項の内容を十分に理解した上で、本書に従い提案書を作 

成、提出することとする。なお、十和田市（以下「市」という。）が指示した場合を除き、 

提出後の修正及び再提出等については認めないことから十分に留意の上、提出すること。 

 

 

Ⅱ 提案書の作成要領 
提案書作成に当たっての留意事項は、市から特別な指示がない限り、以下の事項に留意 

すること。 

（１）使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第 51 号）に定めるもの、通貨は 

日本円、時刻は日本標準時とする。 

（２）用紙サイズはＡ４版及びＡ３版を基本とする。 

（３）製本はＡ４版ファイル綴じとし、図面等でＡ３版を使用する場合はＡ４版に折り込む 

こと。 

（４）原則として横書きでの記載とする。ただし、図面等においてはこの限りではない。 

（５）使用する文字サイズは 10 ポイント以上とする。ただし、図面等においてはこの限り 

ではない。 
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Ⅲ 提案書の構成及び記載事項（提案事項） 
提案書は以下の構成に従うとともに、提案事項を網羅して作成すること。 

 

１．応募者の概要 

（１）応募者の名称 

（２）応募グループの構成と役割分担及び有資格（協力会社を含む） 

（３）応募者の本事業に関連する実績（応募グループの場合は、構成員を含む） 

 

２．本事業への取り組み 

（１）住民への事業推進活動の実施方法 

（２）既設浄化槽の寄附による市への帰属方法 

（３）工事準備のための測量、設計、放流先の確認などに関する業務の実施方法 

（４）設置申請書から使用開始までの業務フロー 

（５）維持管理点検の実施方法 

（６）浄化槽汲み取り清掃の実施方法 

（７）浄化槽の故障等による修繕方法 

（８）浄化槽汚泥等の再資源化（肥料加工による農地還元等）の検討方法 

（９）地域への貢献 

 

３．設置工事に関する事項 

（１）実施体制及び工事計画（年次別工事計画、整備方針等） 

（２）本事業により完成した浄化槽の買取りに使用する検査書類等の整備方法 

 

４．維持管理に関する事項 

（１）実施体制・役割分担及び業務計画（年次別業務計画、業務方針等） 

（２）工事完了から市へ引渡しまでの維持管理業務の実施方法 

（３）維持管理用記録の保存方法 

（４）浄化槽法第 11 条検査における指定検査機関との連携方法及び判定結果への対処方法 

 

５．事業の効率化に関する事項 

（１）新設工事コスト低減の方法 

（２）維持管理コスト低減の方法 

（３）既設浄化槽の修繕コスト低減の方法 

 

６．住民サービスに関する事項 

（１）住民負担軽減のための提案 

（２）住民サービス向上のための提案 

（３）本事業で対象外となる区域及び企画の浄化槽設置を依頼された場合の基本方針 
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７．事業計画に関する事項 

（１）人槽別の１基当たりの提案単価 

浄化槽設置工事に係る対価は、国庫補助事業（循環型社会形成推進交付金）にお 

ける基準額以内とし、人槽については別表の人槽区分によるものとする。また、提 

案価格総額は、５人槽 180 基、７人槽 120 基であると仮定し、それぞれの人槽規模 

別提案単価に、基数を乗じた額の総額とする。 

（２）小型浄化槽の維持管理における提案月額単価及び限度額 

維持管理業務に係る対価は、特定事業の選定時におけるＰＦＩ方式の算出額を年 

額の上限とし、人槽については別表の人槽区分によるものとする。また、提案価格 

は月額とし、総額については業務要求水準書内の維持管理予定基数と仮定し、それ 

ぞれの人槽規模別提案単価に、基数を乗じた額の総額とする。 

 

別表 浄化槽設置工事費及び維持管理費の提案表 

人槽 提案金額 提案月額※ 

５人槽 円／基  円／基・月  

６～７人槽 円／基  円／基・月  

８～１０人槽 円／基  円／基・月  

１１～１５人槽 円／基  円／基・月  

１６～２０人槽 円／基  円／基・月  

２１～２５人槽 円／基  円／基・月  

２６～３０人槽 円／基  円／基・月  

３１～４０人槽 円／基  円／基・月  

 

（３）浄化槽法第 11 条検査 

浄化槽法において、浄化槽管理者（所有者）に受験義務があることから市の負 

担を想定しているが、提案により事業者負担とすることを阻害するものではない。 

（４）事業計画（市支払額、事業収支、資金調達等） 

 

８．その他応募者として主張したい事項 


